
開催日時
令和5年 11月11日（土）、12日（日） 9時30分~16時 　※12日は15時30分まで
※各店舗の準備は、8 時より搬入可能。イベント終了後は 17 時までに撤収
※荒天等で開催できない場合の延期はございません。

実施場所 旧筑西市役所本庁舎 跡地　〒 308-0825 茨城県筑西市下中山 732 番地 1

目的
筑西市の商工業及び関係団体の商品・サービスを、数多くの参加者に展示・販売することにより、
筑西市の商工業のさらなる活性化の一助となること、そして、参加者に笑顔と元気の場を提供する
ことを目的に開催します。

出店（展）
資格・内容

資格 : 下館商工会議所会員で、市内で営業している企業及び関係団体（名義借り不可）
　　　主催者（下館商工会議所）が適当と認めた事業所
出店（展）料 : 以下のとおりジャンル・販売スペースによって異なります。
　　　　　　  また、出店者説明会の時に徴収させて頂きます。

※2日間の出店（展）料
No. ジャンル 販売スペース 出店（展）料
① キッチンカー − 30,000 円
② 飲食・物販・展示 3.6m × 2.7m（重量テント 1/2） 19,000 円
③ 飲食・物販・展示 3m × 3m 以内（持ち込みタープテント） 15,000 円
④ 企業 PR 3.6m × 1.35m（重量テント 1/4） 10,000 円
⑤ 企業 PR 3m × 3m 以内（持ち込みタープテント） 5,000 円

※以下、出店（展）を出店に統一する。
※ 2 日間の出店のみお受けしております。原則 1 日のみの出店は不可。
※②は、商工まつり実行委員会で用意をする重量テント（3.6m × 5.4m）の 1/2 のスペースにて

出店となります。同様に④は、重量テントの 1/4 のスペースにて出店となります。重量テント
に限りがありますので、それぞれ先着 30 店舗で募集は締め切らせていただきます。

※③⑤は、出店者様に、3m × 3m 以内のサイズのタープテントをお持ち込みいただきます。
※④⑤での出店は、会社案内のパンフレットを設置するなど、企業 PR に限らせていただきます。

各種物販、金銭の授受を伴うサービスの提供は、原則禁止とさせていただきます。
※下館商工会議所協力団体及び筑西市登録団体は、出店料を無料とさせていただきます。
　 無料出店の場合、各種物販、金銭の授受を伴うサービスの提供は、原則禁止となりますので販売、

サービスの提供を行う場合は、他ジャンルでの出店（有料）となります。
　また、無料出店の場合には、原則 3m × 3m 以内のタープテントをお持ち込みいただきます。
募集店舗数 :140 店舗程度（応募多数の場合は厳正なる抽選にて決定させていただきます。）
募集期限：令和 5 年 9 月 29 日（金）
販売方法：  出店者の責任において、展示・販売していただきます。飲食店に関してはメニューは自

由（保健所が認めた食品）ソフトドリンク・アルコール可
　　　　　 ドリンク類の販売はコップでの販売とし、ペットボトル、ビン、缶での販売を禁止とし

ます。ソフトドリンクに関して値段の下限を 200 円とさせていただきます。
出店場所 : 主催者側より指定させていただきます。

出店までの
流れ

申込・
問い合わせ

下館商工会議所　筑西市丙 360 スピカ 6F
TEL : 0296-22-4596　FAX : 0296-25-0412　E-mail : into@shimodate-cci.or.jp
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しもだて商工まつりの出店（展）者を以下の要領で募集いたしますので奮ってお申し込みください

「しもだて商工まつり2023」出店（展）者募集
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①キッチンカー   ②飲食・物販・展示   ③飲食・物販・展示   ④企業PR   ⑤企業PR
※いずれかに〇をつけてください 人

「しもだて商工まつり2023」出店者募集 出展申込書
事業所名

代表者名

住　所

T E L

出店内容

担当者名

F A X

従事する人員

申込上の注意
1. 出店するための備品について

各出店ブースに机１台、椅子２脚を用意しておりますが、その他の備品は出店者様にてご持参ください。（タープテント、テントウェ
イト、イス、テーブル、養生用ブルーシート、発電機、ガスコンロ、消火器等）

2. 会場の使用について
テント：タープテントを持ち込む出店者は、重りでの風対策を必ず行ってください。（ペグでの固定は不可）
電　気：会場に設置されているコンセントは使用不可、発電機の持ち込み可（ただし現地での給油は不可）
水　道：給水及び皿等の洗浄用として、仮設シンクを１ヵ所市役所トイレ横に設置します。
コンロ：ガスコンロの持ち込み可
消火器：火器、発電機を使用される方は、必須となります。

3. 搬入搬出について　　出店者説明会の時に、お伝えいたします。

4. ゴミについて
来場されたお客様よりゴミの回収を各店舗でも受け付けてください。各店舗で回収したゴミは、ゴミ袋にまとめて随時コンテナへ
お願いします。

5. 汁物の扱いについて
汁物を扱う店舗は残汁用の汁受けを店舗前に設置してください。汁受けに溜まった残汁の処理についてはお持ち帰りをお願いします。

6. チラシ掲載用のデータのお願い
チラシ掲載のため必要な写真データ、紹介文のご提示をお願いする場合があります。

7. 出店料について
申し込み完了後に出店者様のご都合によりキャンセルとなった場合は出店料を返金しませんので、ご注意ください。

8. SDGs の取り組みについて
しもだて商工まつりでは、SDGs への取り組みを行うため、各飲食物の販売店へ木製スプーン等の環境負荷を軽減するカトラリー
を各店舗へ規定量配布しますので、先んじて使用してください。

9. 保健所関連提出書類について
飲食を伴う出店の場合、下記 3 点の書類提出が必要となります。
様式、書き方については「茨城県筑西保健所ホームページ」よりご確認ください。
□　取扱い食品一覧　　（申し込み時提出）
□　腸内病原細菌検査成績書　　（出店者説明会にて提出）
□　配置図　（出店者説明会にて提出）
保健所への事前申請が必要となります。各出店者の申請書類を取りまとめて事務局が一括申請を行います。
余裕をもって提出書類の準備をお願いします。もし、申請されていない場合、飲食物の取り扱いができませんのでご注意ください。
また、申請書に記載していない飲食物も取り扱いできませんのでご注意ください。

※飲食を伴う出店の場合、本申込書と取扱食品一覧と配置図のご提出をお願いします。
※取扱い食品一覧と配置図は下記のQRコードの筑西保健所のホームページにあります。

3 点がダウンロードできる QR コード

こちらからダウンロードしてください


